
【資料２】 

 

第６回丹波市自治協議会のあり方懇話会を開催しまし

た。これまでは、抽象的な部分での協議でありましたが、

第６回からは具体的な論点に入り、「自治会と自治協議会

のあり方」や「地域づくり計画のあり方」について、活発

な議論が展開されました。 

 

 

 

 

 

 ・自治会（集落）と自治協議会の連携 

 ・自治会長会と自治協議会について 

≪視点≫ 

■自治会がする活動と自治協議会がする活動には明確な違いがあるか。その活動の線引

きが明確になれば、自治協議会の活動を実行するのにどのような組織が相応しいかが

わかる。 

■「情報共有・意思疎通」…地域住民への情報は、どのような経路をたどって届いてい

るのか。自治会から流れているのか、自治協議会から流れているのか。また、行政は、

重要な情報を市民に流すのに、自治会、自治協議会のどちらに流すのがあるべき姿な

のか。 

 

【委員からの主な意見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎自治会と自治協議会のあり方 

今まではそれぞれの単独の

地区、組織で頑張ってこれた

が、今後そうでないときに、

どのように連携を図ればい

いのか、その仕組みの重要な

一つに自治協議会ある。 

上手くお互いに話し合いなが

らいい方向性を見出していっ

た。 

市と地域が一本で繋がる組

織を市全体の形で考える必

要があるのではないか。 

自治会と自治会長会、自治協

議会を繋ぐ一つの関係とし

て、自治会長会の元会長が自

治協議会の会長にスライド

し、人がうまく繋がる。 

自治会長に理事に入っても

らい、自治会長を自治協議会

の傘下に置くのではなく、よ

り合理的・効果的な地域づく

り組織にしていった。 

自治会長会と地域組織との

関係が各地域によって状況

が異なり、一本化というの

はかなり難しい。 

単位自治会の役員を中心に

勉強会を開催。地域課題を

共有し、課題解決に向けて

自治協議会との連携が必要

となってくる。 

組織にこだわらない運営、

委員や役員の選び方もあ

る。 

月１回の定例会にみんなが集

まれる仕組みにすることで、

会合の数が減り、役員の負担

が減る。他の組織との連携・

情報交換がその場でできる。 

やりたい人がかかわれる提案

型の部会なども一つの形。 

組織運営の形として、自治協

議会は、自治会長の OB・経験

者と現職の自治会長が運営の

中心であり、連携というより

は、一体的に進めている。 

自治会長会と自治協議会と
の連合会を立ち上げたこと
で、自治協議会を中心とした
自治会長との連携がすっき
りした仕組みとなった。 

 

日時：平成 31年４月 23日 

場所：丹波ひかみ農協会議室 

会議の詳細は 

丹波市ホームページ 



 

 

発行：丹波市まちづくり部市民活動課 電話：0795-82-0409   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・行事遂行型から課題解決型へ（事業の棚卸しを行い必要なものは継続） 

・人口減少、少子高齢化など地域課題に対応できる地域計画の作成 

・地域経営の戦略的展開（施策連携） 

≪視点≫ 

■ 地域課題は色々あるが、その課題を解決していくための解決策の指針や方向性、 

具体策・活動内容、あるいはスケジュールなどはどこで決まるのか。自治会か自治協

議会か。また、その決まる場は、総会か役員会か。それは、住民の声がきちんと反映

されているのか。 

  地域の取り組みというのが、市の色々な計画の中にきちんと反映されるような形で

決まっているのか。市の計画と線で繋がっているのか、いないのか。 

 

【委員からの主な意見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前計画の事業評価を地域住
民に評価いただき、それを
もとに作成した。 

伝統的な組織は、何百年と

やってきている。どのよう

に新しい世の中に役割分

担、仕組んでいくかが重要。 

自治会は、檀家や氏子など
別のつながりが表裏一体と
してあり、人口減少・少子
高齢化のなかでも残るので
はないか。むしろ自治協議
会の方が不安定では。 

 

地域づくり計画に位置付け

することで、この部分は地

域がする、これは行政する、

と計画に書き込み、行政と

共有できていれば要望をし

なくても済む。 

自治会の構成員＝自治協議

会の構成員ではないが、自治

協議会の核となるのは、自治

会である。 

自治会だけでは解決できない問

題や自治会未加入の方も増えて

いる。その解決先として校区を

代表する形態の自治協議会が必

要である。 

伝統的な組織が表に出ると、

新しい方が入りにくい。新旧

の住民の溝ができる。 

◎地域づくり計画のあり方 

今までの地域づくり計画の

作り方で、若い方も含めて

さまざまな方の声を反映し

ながら決められているか。 

自治会に対して、何を求めてい

るのか。 

 

自治会の機能は、親睦、自

助・共助、地域の意思決定

の機能があり、親睦の機能

という意味では自治会はな

くならないが、色々な機能

を付加することで自治会の

体力が続かなくなってい

る。 

自治基本条例での自治会の位
置づけは、最も小さな身近な
コミュニティ組織であるが、
行政は色々な課題を自治会長
会に投げかけをしており、合
意形成の場としている。行政
が自治会と自治協議会をやや
こしくしている部分がある。 

民主的な物事の決め方とい

うのは、どのようなことか。

その延長線上に地域づくり

計画もある。 

地域づくり計画をどういう

形で見直して行政の計画と

すり合わせていくか。 

オーソライズ（公認）する場

面と意見を様々に聞く場と

役割分担し、上手く物事を動

かすほうがよい。 

多くの住民に集まっていた
だき、ワークショップを開
催。また、全戸配布のアンケ
ート調査を行った。 

５年後に見直すとしている

が、色々な課題、優先順位を

鑑み、各年度修正をかけなが

ら取り組んでいる。 


